
一
、
は
じ
め
に

後
白
河
院
の
下
命
に
よ
り
、
藤
原
俊
成
が
撰
じ
た
七
番
目
の
勅
撰
集
『
千
載
和
歌
集
』（
以
下
『
千
載
集
』）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
過
程
が
、
俊
成
の

息
定
家
の
日
記
の
抄
出
本
で
あ
る
『
明
月
記
歌
道
事
』（
以
下
『
歌
道
事
』）
や
後
白
河
院
近
臣
の
藤
原
親
宗
が
記
し
た
『
親
宗
卿
記
』、
俊
成
本
『
春
記
』

紙
背
文
書
の
書
状
等
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
主
に
俊
成
本
『
春
記
』
紙
背
文
書
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
下
の

よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
別
稿
で
論
じ
た（

１
）。

一
、
俊
成
本
『
春
記
』
紙
背
文
書
の
書
写
年
代
は
、
従
来
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
で
あ
る
蓋
然

性
が
高
い
。

一
、
同
紙
背
文
書
の
う
ち
『
千
載
集
』
の
成
立
過
程
に
直
接
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
書
状
三
通
の
内
容
は
、
後
白
河
院
の
仰
せ
を
撰
者
俊
成
に
伝
え

る
も
の
で
は
な
い
。

一
、
前
二
項
に
よ
り
、『
千
載
集
』
の
最
終
的
な
成
立
は
文
治
四
年
五
月
二
二
日
に
確
定
で
き
る
。

一
、
書
状
三
通
の
内
容
か
ら
、『
千
載
集
』
成
立
後
の
流
布
に
お
い
て
、
俊
成
が
異
本
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
注
意
を
払
い
、
最
終
的
な
奏
覧
本
と
同
じ
本

文
内
容
を
持
つ
貸
し
出
し
用
の
本
を
準
備
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
、
同
じ
く
書
状
の
内
容
か
ら
、
本
を
借
り
て
書
写
す
る
者
は
歌
集
だ
け
で
な
く
、「
目
録
」
も
熱
心
に
書
写
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

２
）。

一
、
書
状
三
通
の
う
ち
二
通
の
差
出
人
は
、
六
条
藤
家
の
経
家
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
く
、
経
家
は
俊
成
か
ら
直
接
『
千
載
集
』
と
「
目
録
」
を
借
り
て
書

写
し
、
不
審
な
点
に
つ
い
て
は
、
会
っ
て
話
を
伺
い
た
い
と
依
頼
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
千
載
和
歌
集
』
の
成
立
と
伝
流
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以
上
の
う
ち
最
後
に
挙
げ
た
点
に
つ
い
て
は
、
俊
成
本
『
春
記
』
紙
背
文
書
の
書
状
以
外
に
も
関
連
す
る
史
料
が
見
出
さ
れ
る
。『
千
載
集
』
奥
書
の
中
で
、

六
条
藤
家
の
季
経
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
奥
書
（
以
下
「
季
経
奥
書
」）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
検
討
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
別
稿
で
述
べ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
季
経
奥
書
の
検
討
を
通
し
て
、
成
立
後
の
『
千
載
集
』
の
伝
流
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
主
な
課
題
と
す
る
が
、『
千
載
集
』
の
撰
集
下

命
の
経
緯
に
つ
い
て
、
別
稿
で
は
見
落
と
し
て
い
た
史
料
に
い
く
つ
か
気
が
つ
い
た
の
で
、
ま
ず
そ
の
点
を
補
足
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

二
、『
千
載
集
』
の
撰
集
下
命

後
白
河
院
に
よ
る
『
千
載
集
』
の
撰
集
下
命
は
、『
拾
芥
抄
』（
巻
上
和
歌
家
部
第
二
十
九
撰
集
）
の
「
寿
永
二
年
二
月
蔵
人
頭
中
将
資
盛
朝
臣
奉
書
／
近

古
以
後来

イ

和
哥
可
令
撰
進
給
者
、依
／
院
宣
上
啓
如
件
／
月
日　

右
中
将
資
盛
／
謹
上　

入
道
三
位
殿（

３
）」

と
い
う
記
事
を
根
拠
と
し
て
、寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）

二
月
に
平
資
盛
を
院
宣
の
奉
者
と
し
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
別
稿
で
は
、
問
題
と
さ
れ
る
『
拾
芥
抄
』
の
記
事
が
「
京
極
中
納
言
入
道
抄
」
か

ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
や
、
飛
鳥
井
雅
縁
著
『
諸
雑
記
』
に
関
連
記
事
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
定
家
に
由
来
す
る
何
か
し
ら
の
資
料
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
に
従
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
同
様
の
内
容
を
持
つ
史
料
と
し
て
、
九
州
大
学
図
書
館
蔵
『
代
々
勅
撰
部
立
並
巻

頭
巻
軸
作
者
〈
年
記
支
干
並
撰
者
事
〉』（
以
下
『
勅
撰
部
立
』）
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、『
千
載
集
』
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が

見
え
る（

４
）。

寿
永
二
年
〈
癸
卯
〉
二
月
被
仰
之
、
文
治
三
年
九
月
廿
日　

奏
之
、

ま
た
、
こ
の
記
事
の
直
前
の
「
千
載
集
」
と
い
う
書
名
の
右
側
の
書
込
み
に
、「
詞
花
後
三
十
三
年
歟
、
五
年
終
功
」
と
あ
り
、『
詞
花
集
』
の
初
度
本
奏
覧

の
仁
平
元
年
（
一
一
五
一（

５
））

か
ら
三
三
年
目
の
寿
永
二
年
に
下
命
、
五
年
後
の
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
九
月
二
〇
日
に
奏
覧
さ
れ
て
終
功
と
み
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、『
千
載
集
』
の
実
質
的
な
完
成
は
文
治
四
年
五
月
二
二
日
で
あ
る
が
、『
千
載
集
』
序
に
「
文
治
三
の
年
の
秋
長
月
の
中

の
と
ほ
か
に
え
ら
び
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
公
式
的
な
奏
覧
日
は
文
治
三
年
九
月
二
〇
日
と
さ
れ
る
。『
勅
撰
部
立
』

の
原
本
は
『
新
後
拾
遺
集
』
の
撰
進
さ
れ
た
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
一
二
月
二
八
日
以
降
、
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
書
写
以
前
の
成
立
で
、
二
条
為
重

編
、
行
間
の
細
字
書
込
み
は
康
応
元
年
に
こ
れ
を
書
写
し
た
為
重
息
の
為
右
の
も
の
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る（

６
）。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
寿
永
二
年
二
月
下

命
説
は
、
一
四
世
紀
後
半
頃
の
二
条
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
代
々
勅
撰
次
第
』（
以
下
『
次
第
』）
と
『
代
々
勅
撰
集
事
』（
以
下
『
勅
撰
集
事
』）
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
下
命
年
を
記
す
。『
拾
芥
抄
』『
諸
雑
記
』『
勅
撰
部
立
』
の
成
立
が
少
な
く
と
も
一
四
世
紀
後
半
ま
で
降
る
の
に
対
し
、『
次
第
』
と
『
勅
撰
集
事
』
は
、

こ
れ
ら
に
一
〇
〇
年
程
先
ん
じ
て
成
立
し
て
い
る
。
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
の
解
題（

７
）に

拠
れ
ば
、『
次
第
』
は
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
八
月
七
日
に
「
観
心
」

と
い
う
人
物
が
著
し
た
も
の
で
、「
六
条
藤
家
に
お
い
て
な
さ
れ
た
勅
撰
集
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
て
、
観
心
が
簡
略
に
ま
と
め
た
書
物
」
で
、

建
長
七
年
以
後
に
な
さ
れ
た
別
筆
に
よ
る
抹
消
や
書
入
れ
な
ど
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
『
次
第
』
の
抹
消
や
書
入
れ
な
ど
の
改
変
を
う
け
て
著
さ
れ
た

の
が
『
勅
撰
集
事
』
で
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
こ
の
書
は
俊
成
曾
孫
の
為
相
筆
と
伝
え
ら
れ
、
為
相
真
筆
と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
鎌
倉
時
代

後
期
、
為
相
の
時
代
の
書
写
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
『
勅
撰
集
事
』
は
、『
千
載
集
』
の
撰
集
下
命
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

安
元
二
年
○

仰
十
一
月
歟

〈
維
盛
卿
奉
給
、
出
家
已
後
、
同
年
九
月
出
家
〉、

『
次
第
』
で
は
「
文
治
三
年
九
月
十

（
マ
マ
）日

奏
之
」
に
続
け
て
「
仰
日
可
尋
之
」
と
い
う
本
文
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
抹
消
さ
れ
て
、
右
肩
上
部
に
「
安
元
二
年

仰
」
と
い
う
別
筆
の
書
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
撰
集
下
命
が
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
観
心
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
為
相
の
時
代

の
冷
泉
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、極
め
て
注
目
さ
れ
る
。
最
初
の
下
命
が
安
元
二
年
で
、同
年
九
月
の
俊
成
出
家
後（
傍
記
に
拠
れ
ば
一
一
月
か
）、

程
な
く
し
て
あ
っ
た
と
す
る
と
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
寿
永
二
年
よ
り
七
年
遡
り
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
内
乱
期
に
入
る
以
前
の
こ
と
と
な
る
。

下
命
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
は
、
三
月
に
後
白
河
院
五
十
賀
が
盛
大
に
行
わ
れ
る
が
、
七
月
に
は
院
の
寵

愛
す
る
建
春
門
院
滋
子
が
薨
じ
て
お
り
、
後
白
河
院
に
と
っ
て
大
き
な
節
目
と
な
っ
た
年
で
あ
る
。『
千
載
集
』
は
、
仁
安
年
間
（
一
一
六
六
～
一
一
六
八
）

か
ら
撰
集
作
業
が
開
始
さ
れ
て
い
た
俊
成
の
私
撰
集
『
三
五
代
集
』
を
母
胎
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も

か
な
り
早
い
時
期
に
私
撰
集
か
ら
勅
撰
集
へ
と
移
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
五
年
後
の
『
明
月
記
』
治
承
五
年
一
一
月
一
〇
日
条
に
、
俊
成
が

初
め
て
院
参
し
、「
龍
顔
咫
尺
数
刻
」
に
及
び
、
常
に
参
る
よ
う
仰
せ
事
を
賜
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
の
点
、
不
審
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
院
宣
の
奉
者
は
、『
拾
芥
抄
』
で
は
資
盛
と
あ
る
が
、『
勅
撰
集
事
』
に
拠
れ
ば
資
盛
兄
の
維
盛
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
院
宣
奉
者
に
つ
い

て
の
記
述
は
『
次
第
』
に
は
見
え
な
い
の
で
、
や
は
り
冷
泉
家
だ
け
に
伝
え
ら
れ
た
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
安
元
二
年
一
一
月
の
時
点
で
、
維
盛
は
一
八

歳
、
従
四
位
下
右
近
権
少
将
兼
中
宮
権
亮
で
、
ま
だ
公
卿
に
至
っ
て
い
な
い
。
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
の
は
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
の
こ
と
で
、「
維
盛
卿
」

と
あ
る
の
は
極
位
で
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
維
盛
の
妻
は
、
建
春
門
院
に
仕
え
て
「
新
大
納
言
殿
」
と
呼
ば
れ
た
上
﨟
女
房
で
あ
り
、
藤
原
成
親
を
父
、

俊
成
女
の
後
白
河
院
京
極
を
母
と
す
る
こ
と
が
、
同
じ
く
俊
成
女
で
あ
る
健
御
前
（
建
春
門
院
中
納
言
）
の
著
し
た
『
た
ま
き
は
る
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

『千載和歌集』の成立と伝流

（
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七
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維
盛
は
撰
者
俊
成
に
と
っ
て
近
縁
に
当
た
る
。

『
千
載
集
』
は
撰
集
下
命
以
後
、元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
三
月
の
平
家
の
滅
亡
を
経
て
、文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
九
月
二
〇
日
に
形
式
的
奏
覧
と
な
る
が
、

『
勅
撰
集
事
』
に
は
、
先
の
記
事
に
続
け
て
さ
ら
に
重
要
な
記
事
が
見
え
る
。

文
治
二
年
四
月
重
仰
〈
定
長
奉
書
〉、

翌
年
四
月
十
三
日
持
参
之
、

同
九
月
十
日
奏
之
、

こ
れ
ま
で
撰
集
下
命
は
寿
永
二
年
の
一
度
の
み
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
源
平
の
争
乱
・
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
い
う
大
き
な
社
会
変
動
の
後
に
、
そ
れ
以
前

に
な
さ
れ
て
い
た
撰
集
下
命
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
確
認
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
の
は
、
や
や
不
審
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
記

事
に
拠
れ
ば
、
平
家
滅
亡
の
約
一
年
後
の
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
四
月
に
、
改
め
て
後
白
河
院
近
臣
の
藤
原
定
長
を
院
宣
の
奉
者
と
し
て
俊
成
に
撰
集
下

命
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。『
千
載
集
』
は
、『
明
月
記
』『
親
宗
卿
記
』
な
ど
に
よ
り
、
文
治
四
年
四
月
二
二
日
に
俊
成
自
筆
本
に
よ
る
実
質
的
奏
覧
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
定
長
は
そ
の
二
日
後
の
二
四
日
に
俊
成
歌
増
補
の
院
宣
の
奉
者
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
再
下
命
の
院
宣
の
奉
者
と

し
て
「
定
長
」
の
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
定
長
は
俊
成
妻
の
藤
原
為
忠
女
の
姉
妹
を
母
と
し
、
俊
成
に
と
っ
て
は
や
は
り
近

縁
に
当
た
る
。『
次
第
』
で
は
行
間
に
「
文
治
二
年
四
月
重
仰
」
と
書
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
、こ
の
記
事
も
観
心
の
記
し
た
本
文
に
は
無
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
翌
三
年
四
月
一
三
日
に
「
持
参
之
」
と
い
う
記
事
も
、
従
来
、
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
情
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
す
る

と
、
文
治
三
年
九
月
二
〇
日
の
形
式
的
奏
覧
以
前
に
、
あ
る
程
度
、
整
え
ら
れ
た
歌
集
が
後
白
河
院
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
形
式
的
奏
覧
の
際

に
、
後
に
嘉
納
さ
れ
る
正
式
な
歌
集
の
形
代
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
、
こ
の
記
事
が
事
実
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
。

次
の
「
同
九
月
十
日
奏
之
」
と
い
う
記
事
に
つ
い
て
は
、
序
文
に
記
さ
れ
る
日
付
が
九
月
二
〇
日
で
あ
る
の
で
、
不
審
が
残
る
。『
次
第
』
を
見
る
と
、

本
文
に
「
文
治
三
年
九
月
十
日
奏
之
」
と
あ
り
、「
序
載
之
」
と
別
筆
で
傍
記
さ
れ
て
い
る
。『
次
第
』
に
既
に
記
さ
れ
て
い
た
本
文
に
拠
っ
た
た
め
に
錯
誤

を
お
か
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
勅
撰
集
事
』
は
文
治
三
年
九
月
の
奏
覧
に
つ
い
て
記
し
た
後
、「
自
詞
花
三
十
七
年
歟
、
十
二（

８
）年

終
篇
」
と
し
て
、

文
治
四
年
に
俊
成
自
筆
本
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
実
質
的
奏
覧
な
ど
に
つ
い
て
何
も
記
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
の
勅
撰
集
を
見
る
と
、

や
は
り
形
式
的
奏
覧
日
を
も
っ
て
「
終
篇
」
と
し
て
、
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
方
針
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
寿
永
二
年
二
月
に
平
資
盛
の
奉
書
に
よ
り
後
白
河
院
の
撰
集
下
命
が
俊
成
の
許
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
説
が
一
四
世
紀
後

半
の
二
条
家
に
伝
え
ら
れ
た
説
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
為
相
の
時
代
の
冷
泉
家
に
は
、
安
元
二
年
の
俊
成
出
家
後
（
一
一
月
か
）
に
平
維
盛
が
奉
者
と
な

っ
て
撰
集
下
命
の
院
宣
が
下
さ
れ
る
が
、
平
家
滅
亡
後
の
文
治
二
年
に
藤
原
定
長
が
奉
者
と
な
り
再
下
命
が
あ
り
、
序
文
に
記
さ
れ
る
奏
覧
日
で
あ
る
文
治

三
年
九
月
二
〇
日
以
前
の
四
月
一
三
日
に
仮
奏
覧
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、『
勅
撰
集
事
』
と
『
次
第
』
の
比
較
か
ら
わ
か

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
為
相
が
関
わ
る
だ
け
に
信
頼
に
足
る
重
要
な
情
報
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
、
季
経
に
よ
る
『
千
載
集
』
証
本
作
成
と
相
伝

前
節
で
記
し
た
よ
う
に
、『
千
載
集
』
は
文
治
四
年
四
月
二
二
日
に
俊
成
自
筆
本
に
よ
る
奏
覧
が
行
わ
れ
、
そ
の
二
日
後
の
二
四
日
に
後
白
河
院
か
ら
俊

成
歌
増
補
の
院
宣
が
下
り
、
同
年
五
月
二
二
日
に
俊
成
歌
二
五
首
の
増
補
さ
れ
た
歌
集
が
返
納
さ
れ
て
最
終
的
な
成
立
を
み
た（

９
）。

こ
こ
か
ら
は
そ
の
後
の
伝

流
に
つ
い
て
考
え
た
い
。『
千
載
集
』
現
存
伝
本
は
百
数
十
本
を
越
す
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
季
経
奥
書
を
持
つ
伝
本
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
次
の
五
本
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

１
東
洋
文
庫
蔵
本
（
伝
宋
訊
・
宋
柳
の
寄
合
書

）
（1
（

二
冊
、
室
町
写
、
一
Ｃ
五
九
）

２
天
理
図
書
館
蔵
本
（
伝
豊
原
統
秋
筆
二
冊
、
室
町
写
、
九
一
一
・
二
三
・
イ
二
九
）

３
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
（
伝
甘
露
寺
経
元
筆
二
冊
、
室
町
写
、
三
〇
三
・
一
）

４
飯
田
市
立
図
書
館
蔵
堀
家
旧
蔵
八
代
集
本

）
（（
（

（
二
冊
、
江
戸
写
、
天
地
一
〇
―
五
三
）

５
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
（
都
立
日
々
谷
図
書
館
旧
蔵
、
二
冊
、
江
戸
後
期
写
、
特
別
買
上
文
庫　

反
町
茂
雄
旧
蔵
資
料　

特
一
八
〇
四
）

所
載
伝
本
数
が
少
な
い
と
は
言
え
、
季
経
奥
書
の
内
容
は
『
千
載
集
』
成
立
直
後
の
伝
本
流
布
や
六
条
藤
家
の
動
向
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
次
に
２
天
理
図
書
館
蔵
本
に
よ
っ
て
、
季
経
奥
書
を
含
む
奥
書
す
べ
て
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

申
出
春
宮
御
本
書
写

Ａ　

此
集
奏
覧
之
本
巻
物
廿
巻
也
、
令0 料

紙
色
紙
〈
白
〉、
表
紙
〈
青
羅
〉、
軸
〈
紫
檀
、
摺
貝
鶴
丸
〉、
撰
者
自
筆
、
外
題
金
泥
〈
中
務
権
少
輔
伊
経
書
之
〉、

納
蒔
絵
手
箱
、
蒔
葦
手
、
件
葦
手
撰
者
自
筆
云
々
、
和
哥
二
首
図
之
、
其
哥
曰
、
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和
哥
の
浦
に
千
〻
の
玉
藻
は
か
き
つ
め
つ
万
代
ま
て
に
君
か
見
む
た
め
〈
蓋
に
蒔
也
〉

後
の
世
も
な
を
た
の
む
か
な
君
か
代
に
あ
へ
る
は
法
の
う
き
木
と
お
も
へ
は
〈
身
に
蒔
也
〉

Ｂ　

①
文
治
四
年
八
月
廿
七
日
、
以
撰
者
皇
太
后
宮
大
夫
入
道
自
筆
之
本
、
自
書
写
之
、
雖
手
跡
見
苦
、
為
家
證
本
書
之
、
不
審
之
所
〻
、
行
向
彼
撰
者

之
許
、
相
尋
子
細
直
付　

、
尤
證
本
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
卿
〈
在
判
〉　　

秘
本
也

②
給
保
季　
〈
在
判
〉　

　
　
　
　
　

又
本
奥
書
之

Ｃ　
　
　
　
　

二
位
入
道
〈
賢
空
、
成
実
〉　　

以
本
写
之

Ｄ　

①
以
此
等
之
数
本
、
具
令
校
合
愚
本
、
仍
今
所
令
三
写
也
、
但
以
愚
筆
令
書
写
之
間
、
文
字
形
不
可
有
正
体
、
只
依
数
奇
志
、
忘
後
日
之
嘲
而
巳
、

　
　
　
　
　

応
永
丗
四
〈
丁
未
〉
年
正
月
日　
　
　

前
上
総
介
範
政
〈
在
判
〉

　
　

②
入
道
正
三
位
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
〈
本
名
顕
広
、
法
名
尺
阿
〉
撰
之
、
去
寿
永
年
中
奉
可
撰
進
上
之
院
宣
、
文
治
三
年
九
月
之
比
、
奏
覧
之
、
此

集
持
参
之
時
、
召
御
前
有　

叡
感
、
尋
聞
食
蒔
絵
歌
、
則
以　

宸
筆
令
書
置
御
、
翌
日
預
御
教
書
状
云
、
撰
者
詠
頗
令0 今

少
、
可
撰
加
進
之
、
仍
後

日
切
入
自
詠
云
々
、
其
後
撰
者
詠
丗
五
首
云
々
、

　
　
　

此
子
細
以
後
子
息
侍
従
定
家
説
所
注
置
也
、

　
　
　
　
　

于
時
応
永
丗
四
年
三
月
重
而
加
校
合　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
四
位
下
源
朝
臣
範
政
〈
在
判
〉

以
上
の
奥
書
は
、
内
容
か
ら
記
号
を
付
し
た
よ
う
に
Ａ
～
Ｄ
の
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
、
Ｂ
と
Ｄ
は
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

）
（1
（

。
Ａ
は

『
千
載
集
』
奏
覧
本
の
形
態
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
、
Ｂ
①
は
「
宮
内
卿
」
の
書
写
奥
書
、
Ｂ
②
は
「
保
季
」
へ
の
相
伝
奥
書
、
Ｃ
は
「
二
位
入
道
」
成
実

の
本
に
よ
っ
て
書
写
し
た
と
い
う
書
写
奥
書
、
Ｄ
①
②
は
、「
源
範
政
」
が
既
に
所
持
し
て
い
た
『
千
載
集
』
の
「
愚
本
」
に
、
応
永
三
四
年
（
一
四
二
七
）

の
正
月
と
三
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
「
数
本
」
を
も
っ
て
校
合
し
た
こ
と
を
記
す
奥
書
で
あ
る
。
こ
の
「
範
政
」
は
、
室
町
期
に
活
躍
し
た
冷
泉
流
の
歌
人

で
、
駿
河
守
護
と
な
っ
た
今
川
範
政
の
こ
と
で
、
応
永
二
〇
～
三
〇
年
代
に
『
千
載
集
』
以
外
に
も
多
く
の
典
籍
を
書
写
校
合
し
、
ま
た
所
持
し
て
い
た
こ

と
で
知
ら
れ
る

）
（1
（

。
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掲
出
し
た
奥
書
の
う
ち
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
Ｂ
①
奥
書
で
、
こ
れ
が
季
経
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
文
治
四
年
八
月

二
七
日
に
「
宮
内
卿
」
で
あ
る
人
物
が
俊
成
自
筆
本
に
よ
っ
て
『
千
載
集
』
を
書
写
し
、
Ｂ
②
に
拠
れ
ば
、
そ
の
『
千
載
集
』
は
「
保
季
」
に
相
伝
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
「
宮
内
卿
」
は
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
に
宮
内
卿
に
任
じ
ら
れ
た
六
条
藤
家
の
季
経
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
Ｂ
①
に
、
家
の

「
証
本
」
に
す
る
た
め
に
『
千
載
集
』
を
書
写
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
季
経
が
歌
道
家
に
属
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
新
し
く
成
立

し
た
勅
撰
集
を
家
の
証
本
と
し
て
備
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
季
経
か
ら
『
千
載
集
』
を
相
伝
し
た
保
季
は
重
家
男
で
あ
る
が
、
叔
父
季

経
の
養
子
と
な
り

）
（1
（

、
同
じ
く
季
経
か
ら
歌
道
家
の
象
徴
で
あ
る
人
麿
影
を
相
伝
し
て
い
る

）
（1
（

。
何
度
も
記
す
よ
う
に
、『
千
載
集
』
は
文
治
四
年
五
月
二
二
日

に
最
終
的
な
成
立
を
み
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｂ
①
に
よ
れ
ば
、
季
経
は
そ
れ
か
ら
僅
か
三
ヶ
月
後
の
八
月
二
七
日
に
は
、
俊
成
自
筆
本
を
借
り
出
し
て
書

写
し
、不
審
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
は
、俊
成
の
所
へ
行
っ
て
直
接
子
細
を
尋
ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
松
野
陽
一
は
、季
経
が
不
審
を
質
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、

季
経
が
書
写
し
た
俊
成
自
筆
本
は
「
奏
覧
本
と
は
別
の
俊
成
の
手
控
本
的
性
格
の
も
の
」「
草
稿
的
な
も
の
、
切
り
入
れ
切
出
し
作
業
の
痕
跡
の
多
い
も
の
」

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る

）
（1
（

。
し
か
し
、
別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
俊
成
は
恐
ら
く
異
本
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
、
貸
し
出
し
用

に
奏
覧
本
と
同
じ
本
文
を
持
っ
た
本
を
準
備
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
二
人
が
ど
れ
程
親
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
松
野
の
言
う
よ
う
な
「
切

り
継
ぎ
の
記
号
な
ど
の
書
き
こ
ま
れ
た
、
草
稿
本
的
な
本

）
（1
（

」
を
、「
歌
の
家
」
を
称
す
る
他
家
の
季
経
に
貸
し
出
し
た
と
は
想
定
し
に
く
い
よ
う
に
思
う
。

こ
の
点
、『
金
葉
集
』
奥
書
の
う
ち
、「
皇
后
宮
亮
本
」
を
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
八
月
二
二
日
に
六
条
藤
家
の
顕
家
が
書
写
し
た
と
す
る
奥
書
が
注
目

さ
れ
る
。
陽
明
文
庫
蔵
〔
室
町
写
〕
八
代
集
本
奥
書
に
よ
り
挙
げ
て
み
よ
う

）
（1
（

。

承本
云安

五
年
五
月
九
日
自
書
写
畢
校　

、
同
校
或
本
了
、

以
俊
頼
自
筆
本
重
校
訖
〈
同
年
五
月
十
二
日
堀
河
院
百
首
哥
校
合
了
〉、

　

以
大
進
殿
本
校　

、
朱
筆
彼
本
勘
物
也
、

木
工
哥
校
散
木
集
了
、
付
件
説
歌
以
別
帒
書
入
了
、
此
等
如
本
、
安
元
〻
年
八
月
廿
二
日
自
筆
書
写
訖
、
此
本
皇
后
宮
亮
本
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
納
言
顕
―
〈
御
判
、
一
校　

〉

此
集
両
三
本
所
持
、
皆
以
荒
凉
之
間
、
尋
証
本
誂
立新

千
載
集
隠
名
作
者

仁
大
徳
書
写
訖
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
方
行
者
頓
阿

こ
れ
に
拠
れ
ば
、「
皇
后
宮
亮
本
」
は
、
承
安
五
年
五
月
九
日
に
書
写
し
た
本
を
、「
俊
頼
自
筆
本
」
で
校
合
、
五
月
一
二
日
に
「
堀
河
院
百
首
哥
」
を
校
合
、

『千載和歌集』の成立と伝流
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さ
ら
に
「
大
進
殿
本
」（
清
輔
本
）
で
校
合
し
て
勘
物
を
朱
筆
で
転
記
、「
木
工
哥
」（
俊
頼
歌
）
を
「
散
木
集
」
で
校
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
早
く
に
松
田

武
夫
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

）
（1
（

、こ
の「
皇
后
宮
亮
」は
季
経
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。
承
安
五
年
は
七
月
に
改
元
し
て
安
元
元
年
に
な
る
の
で
、季
経
は『
金

葉
集
』
の
一
本
を
書
写
し
た
後
、
や
は
り
三
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
に
、
以
上
の
よ
う
な
極
め
て
多
く
の
作
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
掲
出
し
た
奥
書

に
拠
る
と
、
顕
家
書
写
本
は
、
そ
の
後
、
二
条
為
世
門
四
天
王
の
ひ
と
り
で
あ
る
頓
阿
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
季
経
・
顕
家
の
奥
書
と
ほ
ぼ

同
じ
奥
書
を
持
つ
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
（
五
〇
一
・
六
六
四
）
に
は
頓
阿
の
書
写
奥
書
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
奥
書
が
続
く

）
1（
（

。

寛
元
々
年
九
月
二
日
、
以
入
道
正
三
位
知
家
卿
自
筆
本
書
写
了
、
件
本
、
前
左
衛
佐
行
宗
朝
臣
所
借
与
也
、
可
秘
蔵
々
々
、

宝
治
二
年
秋
之
比
、
被
借
召
右
府
之
後
破
損
云
々
、

こ
れ
に
よ
り
、
季
経
本
は
顕
家
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
顕
家
息
知
家
に
よ
っ
て
転
写
さ
れ
て
お
り
、
六
条
藤
家
内
で
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と

が
わ
か
る

）
11
（

。
六
条
藤
家
に
お
い
て
は
、
清
輔
の
『
古
今
集
』『
後
撰
集
』
な
ど
の
証
本
作
成
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り

）
11
（

、
清
輔
本
『
古
今
集
』
勘
物
は
人
名
注

や
他
出
文
献
の
注
、
本
文
異
同
な
ど
の
内
容
か
ら
な
り
、
撰
集
故
実
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
指
摘
さ
れ
る

）
11
（

。
三
代
集
、
特
に
『
古
今
集
』
は
特
別
な

存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
同
等
の
重
み
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
そ
う
し
た
作
業
は
三
代
集
以
外
の
勅
撰
集
に
も
及
び
、『
後

拾
遺
集
』
や
『
金
葉
集
』
の
伝
本
の
中
に
、
清
輔
所
注
と
指
摘
さ
れ

る
勘
物
を
持
つ
も
の
が
あ
り

）
11
（

、
そ
の
内
容
は
、
や
は
り
勅
撰
集
編

纂
に
資
す
る
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
金
葉
集
』
の
「
皇
后

宮
亮
本
」
の
存
在
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
営
為
は
六
条
藤
家

に
お
い
て
は
、
ひ
と
り
清
輔
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
治
承
元

年
（
一
一
七
七
）
に
清
輔
が
没
す
る
以
前
か
ら
季
経
も
行
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、
季
経
が
『
千
載
集
』
を
書
写
し
た
際
に
俊
成
に
子
細
を

尋
ね
て
直
し
付
け
た
と
す
る
の
は
、
同
様
の
他
の
歌
書
と
の
校
合
や

勘
物
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

「
直
し
付
け
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
単
純
に
聞
い
た
こ
と

を
書
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
既
に
自
身
に
よ
る
書
き
込
み
が
あ
っ
た

立正大学文学部研究紀要　第30号

（
一
二
二
）　



の
だ
ろ
う
。
撰
者
に
直
接
不
審
を
質
し
て
ま
で
正
確
を
期
し
た
の
は
、
そ
れ
を
「
証
本
」
と
す
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｃ
奥
書
は
、
こ
の
ま
ま
の
語
順
で
は
解
釈
し
が
た
い
の
で
、
二
位
入
道
成
実
所
持
（
あ
る
い
は
書
写
か
）
本
を
某
が
書
写
し
た
こ
と
を
記
す
も
の
、
と
一

応
解
し
て
お
く
。
既
に
松
野

）
11
（

や
谷
山
茂

）
11
（

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
成
実
は
六
条
藤
家
の
顕
輔
の
後
裔
、
親
実
男
で
、
成
親
孫
、
家
成
曾
孫
に
あ
た
る
。
康

元
元
年
（
一
二
五
六
）
に
従
二
位
、
同
年
九
月
一
九
日
出
家
、
六
六
歳
。『
新
勅
撰
集
』
作
者
と
な
っ
た
。
成
実
の
法
名
が
賢
空
で
、「
二
位
入
道
」
と
通
称

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
麿
影
は
、
季
経
か
ら
保
季
に
譲
ら
れ
た
後
、
知
家
を
経
て
成
実
に
伝
え
ら
れ
て
お
り

）
11
（

、
こ
の
奥
書
に
よ
り
、
歌
学
継
承
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
っ
た
人
麿
影
だ
け
で
な
く
、
歌
道
家
と
し
て
実
質
的
な
活
動
に
必
要
な
和
歌
文
書
が
成
実
に
相
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
こ
と
も
重
要

だ
ろ
う
。
季
経
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
証
本
は
、
確
か
に
六
条
藤
家
で
相
伝
あ
る
い
は
転
写
さ
れ
て
、
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

四
、　
六
条
藤
家
に
お
け
る
撰
集
故
実
の
形
成
と
俊
成

前
節
で
検
討
し
た
季
経
奥
書
を
持
つ
伝
本
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
天
理
図
書
館
蔵
本
を
含
め
て
五
本
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
前
掲
奥
書
の
う
ち

Ａ
～
Ｄ
の
ど
の
部
分
を
合
わ
せ
持
つ
か
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

１
東
洋
文
庫
蔵
本
…
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
、
Ａ
と
Ｂ
Ｃ
で
丁
を
改
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
本
云
」
と
小
書
き
。「
申
出
春
宮
御
本
書
写　

」「
又
本
奥
書
之
」
の
小
書

き
は
無
し
。

２
天
理
図
書
館
蔵
本
…
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

３
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
…
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ
、「
申
出
春
宮
御
本
書
写　

」
の
小
書
き
無
し
。

４
飯
田
市
立
図
書
館
蔵
堀
家
旧
蔵
八
代
集
本
…
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ
、
Ｃ
の
上
部
に
「
是
ヨ
リ
奥
校
合
ノ
本
ニ
ナ
シ
」
の
貼
紙
。

５
東
京
都
立
中
央
図
書
館
蔵
本
…
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

前
掲
の
奥
書
で
は
、
Ｂ
奥
書
の
前
に
記
さ
れ
る
Ａ
部
分
も
、
詳
し
い
奏
覧
本
の
形
態
を
記
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
谷
山
茂
は
、
Ｄ
①
の
範
政
が
記
し

た
奥
書
冒
頭
に
「
此
等
之
数
本
」
を
も
っ
て
愚
本
に
つ
ぶ
さ
に
校
合
し
た
と
あ
る
こ
と
や
、
１
東
洋
文
庫
蔵
本
が
「
本
云
」
と
し
て
Ａ
を
記
し
た
後
、
丁
を

改
め
て
ま
た
「
本
云
」
と
し
て
Ｂ
Ｃ
を
記
す
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
本
に
あ
っ
た
奥
書
で
、
２
～
５
の
伝
本
は
、「
今
川
範
政
が
第
一

奥
書
（
稿
者
の
い
う
Ａ
）
以
下
の
数
本
を
校
合
し
て
作
成
し
た
混
合
本
文
を
内
容
と
す
る
伝
写
本

）
11
（

」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
Ａ
は
通
常
の
奥
書
や
識
語

『千載和歌集』の成立と伝流

（
一
二
三
）　



と
は
異
な
り
、
書
写
の
年
紀
や
書
写
者
の
署
名
を
持
た
ず
、
ま
た
、
そ
の
内
容
も
書
写
の
事
情
を
記
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
Ａ
を
Ｂ
以
下

の
奥
書
と
同
レ
ベ
ル
の
独
立
し
た
奥
書
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
１
東
洋
文
庫
蔵
本
（
或
い
は
そ
の
親
本
）
が
Ａ
を
記
し
た
後
、
丁
を
改
め

て
Ｂ
Ｃ
を
連
続
し
て
記
す
の
も
、
Ａ
が
そ
れ
以
下
の
奥
書
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
示
す
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
季
経
奥
書
を
持
つ
伝
本
の
う
ち
２
天
理
図
書
館
蔵
本
以
下
の
四
本
は
、
今
川
範
政
が
書
写
し
た
系
統
の
本
、
或
い
は
範
政
奥
書
を
転
載
し
た
本
と

考
え
ら
れ
る

）
11
（

が
、
１
東
洋
文
庫
蔵
本
と
、
４
飯
田
市
立
図
書
館
蔵
本
の
「
校
合
ノ
本
」
は
範
政
の
奥
書
を
持
た
な
い
。
こ
れ
ら
系
統
の
異
な
る
と
考
え
ら
れ

る
い
ず
れ
の
奥
書
で
も
、
Ｂ
奥
書
の
前
に
は
必
ず
Ａ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ａ
は
本
来
Ｂ
奥
書
の
前
に
記
さ
れ
て
い
た
情
報
、
つ
ま
り
は

季
経
が
記
し
た
奏
覧
本
の
形
態
に
つ
い
て
の
情
報
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ａ
と
Ｂ
を
一
具
の
も
の
と
し
て
考
え
た
と
き
、
Ｄ
①
冒
頭
の
「
此
等
之
数
本
」
を
も
っ
て
校
合
し
た
と
い
う
文
言
と
矛
盾
を
来
す
よ
う
で
は
あ
る
が
、
Ａ

Ｂ
（
或
い
は
さ
ら
に
Ｃ
）
奥
書
を
備
え
た
数
本
で
校
合
し
た
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。
現
存
伝
本
の
中
に
Ａ
だ
け
を
持
つ
伝
本
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
お

り
（
谷
山
茂
蔵
江
戸
期
写
の
二
本

）
1（
（

、
未
見
）、
ま
た
、
３
と
は
別
の
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
（
塙
忠
宝
校
正
本
、
明
和
元
年
写
、
五
一
九
・
六
）
に
は
、
他
の
書
き

付
け
と
と
も
に
、
Ａ
の
み
を
奥
に
記
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
Ａ
の
よ
う
な
貴
重
な
情
報
に
触
れ
れ
ば
、
た
と
え
本
奥
書
に
Ａ
Ｂ
双
方
が

記
さ
れ
て
い
て
も
、
Ａ
を
書
写
し
て
他
は
省
略
し
た
り
、
所
持
本
に
Ａ
の
み
を
取
り
出
し
て
書
き
付
け
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
よ
う
。

奏
覧
本
の
形
態
に
つ
い
て
は
、『
歌
道
事

）
11
（

』
と
『
親
宗
卿
記

）
11
（

』
の
文
治
四
年
四
月
二
二
日
条
に
も
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

・
歌
道
事

文
治
四
年
四
月
廿
二
日
戊
子
、
晴
、
巳
尅
許
、
入
道
殿
令
参
院
給
、
為　

勅
撰
集
奏
覧
也
、
日
来
自
筆
御
清
書
、
白
色
紙
、
紫
檀
軸
〈
貝
鶴
丸
〉、
羅
表
紙
、

紈
紐
、
外
題
中
務
少
輔
伊
経
書
之
、
納
筥
、
〻
蒔
絵
自
御
葦
手
有
新
哥
、
未
斜
令
出
給
、
於
御
前
殊
有
叡
感
云
々
、
自
令
読
申
之
給
、
又
蒔
絵
哥
、
以

神
筆
之
本
留
御
云
々

・
親
宗
卿
記

（
文
治
四
年
四
月
）
廿
二
日
、
今
日
入
道
俊
成
卿
進
撰
集
於
院
云
々
、
此
十
余
年
来
蒙　

院
宣
令
撰
定
也
、
其
名
千
載
和
哥
集
云
々
、
権
尚
書
伝
奏
之
、

依
召
参　

御
前
、
禅
門
読
申
之
、
赤
木
軸
〈
螺
鈿
〉、
羅
表
紙
、
廿
巻
也
、
和
哥
千
余
首
、
納
蒔
絵
手
筥
〈
和
歌
二
首
詠
之
、
葦
手
蒔
之
〉、

こ
れ
ら
と
Ａ
の
内
容
と
見
比
べ
る
と
、
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
く

）
11
（

、
も
っ
と
も
詳
し
い
内
容
を
伝
え
て
い
る
の
が
Ａ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
奏
覧
本
を
納
め

た
手
箱
の
蓋
と
身
に
葦
手
で
蒔
か
れ
て
い
た
と
い
う
俊
成
の
和
歌
二
首

）
11
（

や
、
奏
覧
本
の
羅
の
表
紙
が
「
青
」
い
色
で
あ
っ
た
こ
と
、
伊
経
が
書
い
た
外
題
に
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「
金
泥
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
Ａ
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
奏
覧
本
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
て
し
ま

い
、
容
易
に
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
が
、
Ａ
の
よ
う
な
情
報
を
記
せ
る
の
は
、
奏
覧
本
が
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
る
以
前
に
、
実
際
に
見
る
こ
と
が
出
来
た
、

ご
く
限
ら
れ
た
人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
明
月
記
』
を
記
し
た
定
家
は
俊
成
息
と
し
て
奏
覧
以
前
に
見
る
機
会
が
あ
り
、『
親
宗
卿
記
』
の
記
主
親

宗
は
後
白
河
院
近
臣
と
し
て
奏
覧
当
日
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
Ｂ
奥
書
を
記
し
た
季
経
も
、
歌
道
家
に
属
す
る
院
司
と
し
て
、
奏
覧
本
の
披
露
か
何
か
の

際
に
目
に
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
と
考
え
て
不
思
議
で
は
な
い
。『
千
載
集
』
に
先
立
つ
『
金
葉
集
』『
詞
花
集
』
の
二
集
は
勅
撰
集
と
し
て
は
異
例
の
冊
子

本
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
巻
子
装
の
勅
撰
集
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
定
家
仮
託
書
の
『
愚
秘
抄
』
に
『
古
今
集
』
奏
覧
本
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
以

外
に
は
詳
し
い
情
報
が
伝
わ
ら
な
い

）
11
（

。
こ
う
し
た
中
で
『
千
載
集
』
奏
覧
本
の
形
態
が
重
要
な
「
撰
集
故
実
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。『
千
載
集
』

以
降
の
勅
撰
集
で
は
、
表
紙
や
外
題
な
ど
基
本
的
に
『
千
載
集
』
と
同
様
の
装
幀
が
な
さ
れ
、
故
実
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

六
条
藤
家
は
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
に
清
輔
が
七
四
歳
で
、
そ
し
て
治
承
四
年
に
重
家
が
五
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
後
に
、
そ
れ
以
前
は
一
括
し
て
相
伝

さ
れ
て
い
た
人
麿
影
や
和
歌
文
書
な
ど
歌
道
家
の
「
権
威
の
あ
る
象
徴
物
の
た
ぐ
い
」
の
分
散
・
奪
い
合
い
が
起
こ
り
、
混
乱
の
時
期
を
迎
え
る
と
浅
田
徹

は
指
摘
し
て
い
る

）
11
（

。『
千
載
集
』
の
撰
集
下
命
を
受
け
た
の
は
俊
成
で
あ
っ
た
し
（
撰
集
下
命
が
安
元
二
年
で
あ
れ
ば
清
輔
没
の
一
年
前
）、
清
輔
没
後
に

九
条
家
の
歌
道
師
範
の
座
を
占
め
た
の
も
俊
成
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
歌
道
家
と
し
て
の
六
条
藤
家
の
代
表
と
し
て
活
動
し
て
い
た
季
経
は
、
文
治
四

年
（
一
一
八
八
）
五
月
に
新
し
い
勅
撰
集
が
成
立
す
る
や
い
な
や
、
撰
者
自
筆
本
を
書
写
し
て
、
直
接
、
撰
者
俊
成
に
い
ろ
い
ろ
と
尋
ね
、
撰
集
故
実
の

収
集
に
努
め
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
や
や
時
代
は
降
る
が
、『
延
慶
両
卿
訴
陳
状
』
に
お
い
て
、
為
兼
が
祖
父
為
家
よ
り
『
続
古
今
集
』
に
関
す
る

二
一
九
ヶ
条
の
「
篇
目
」（『
井
蛙
抄
』
で
は
「
勅
撰
〻
者
故
実
弐
百
余
ヶ
条
秘
書
」
と
さ
れ
る
）
を
一
身
に
伝
授
し
た
こ
と
を
、
勅
撰
集
撰
者
た
る
資
格
と

し
て
主
張
し
て
い
る
（
為
兼
第
二
度
陳
状
）。
勅
撰
集
の
中
で
も
特
別
な
存
在
で
あ
る
『
古
今
集
』
に
関
わ
る
伝
授
と
は
別
に
、
新
た
に
編
纂
さ
れ
る
勅
撰

集
の
撰
集
故
実
も
ま
た
重
要
で
、
そ
の
収
集
に
は
歌
道
家
の
命
運
が
掛
か
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
の
『
玉
葉
』
記
事

を
見
る
と
、
季
経
は
兼
実
の
許
を
訪
れ
て
和
歌
の
こ
と
を
談
じ
た
り
（
七
月
一
日
条
）、
人
麿
影
を
持
参
し
て
兼
実
に
見
せ
た
り
（
八
月
二
九
日
条
）、
自
身

は
詠
歌
し
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
良
経
邸
で
行
わ
れ
た
「
花
月
撰
歌
合
」
の
披
講
に
参
加
し
た
り
（
九
月
二
二
日
条
）
と
、
歌
道
家
と
し
て
の
地
位
を

保
つ
た
め
に
懸
命
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

別
稿
で
、『
千
載
集
』
と
「
目
録
」
を
俊
成
か
ら
直
接
貸
り
て
書
写
し
、
不
審
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
会
っ
て
話
を
聞
き
た
い
と
依
頼
し
て
い
た
と
推
測
し

た
経
家
の
場
合
、
早
く
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
頃
に
は
、
季
経
か
ら
有
家
を
経
て
清
輔
の
和
歌
文
書
類
を
相
伝
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。
経
家
も
季
経

『千載和歌集』の成立と伝流

（
一
二
五
）　



と
同
様
に
、
可
能
な
ら
ば
、
新
し
く
成
立
し
た
勅
撰
集
を
信
頼
で
き
る
本
文
で
書
写
し
て
相
伝
和
歌
文
書
に
加
え
、
さ
ら
に
撰
集
故
実
を
収
集
し
た
い
と
考

え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
季
経
や
経
家
の
依
頼
に
対
し
、
歌
道
家
を
重
ん
ず
る
気
持
ち
を
持
つ
俊
成
は
よ
く
答
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
季
経
奥
書
の
重
要
性
は
、
松
野
陽
一
や
谷
山
茂
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
六
条
藤
家
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
思
う
。
六
条
藤
家
と
御
子
左
家
の
関
係
と
言
う
と
、建
久
四
年（
一
一
九
三
）の『
六
百
番
歌
合
』で
激
論
を
闘
わ
せ
た
こ
と
や
、正
治
二
年（
一
二
〇
〇
）

に
定
家
が
季
経
を
「
ゑ
せ
歌
読
」
と
非
難
し
た
こ
と
、『
正
治
初
度
百
首
』
の
人
選
を
め
ぐ
る
定
家
と
季
経
・
経
家
と
の
確
執
、
俊
成
が
定
家
を
擁
護
す
る

た
め
に
書
い
た
『
俊
成
卿
和
字
奏
状
』
な
ど
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。『
和
字
奏
状

）
11
（

』
で
は
、
俊
成
自
身
が
季
経
に
つ
い
て
、

ま
こ
と
に
物
も
し
り
候
は
で
、
も
の
の
重
代
な
り
な
ど
申
て
、
あ
し
ざ
ま
に
物
を
申
な
し
候
事
は
、
世
の
た
め
い
み
じ
き
大
事
な
り
。

と
痛
烈
に
非
難
し
て
い
る
。
定
家
と
季
経
の
対
立
、
定
家
の
後
ろ
盾
と
な
っ
て
い
る
俊
成
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
し
か
し
、『
和
字
奏
状
』
の
よ
う
な
物
言

い
は
、
定
家
が
実
力
を
つ
け
、
そ
の
存
在
が
大
き
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
、
両
家
に
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
奏
覧
本
の
行
方

『
千
載
集
』
奏
覧
本
は
、『
古
来
風
体
抄
』
に
俊
成
自
身
が
「
す
で
に
勅
に
よ
り
て
撰
び
奉
り
て
、
君
ま
た
納
受
あ
り
て
、
蓮
華
王
院
の
宝
蔵
に
納
め
ら
れ

侍
り
に
し
か
ば
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
白
河
院
在
世
中
に
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
新
古
今
集
』
に
次
の
歌
が
見
え
、
院
は

奏
覧
本
と
は
別
に
『
千
載
集
』
を
書
写
さ
せ
て
持
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

最
慶
法
師
、
千
載
集
か
き
て
た
て
ま
つ
り
け
る
つ
つ
み
が
み
に
、「
す
み
を
す
り
筆
を
そ
め
つ
つ
と
し
ふ
れ
ど
か
き
あ
ら
は
せ
る
こ
と
の
は
ぞ
な

き
」、
と
か
き
つ
け
て
侍
り
け
る
、
御
返
し　
　
　

後
白
河
院
御
歌

浜
千
ど
り
ふ
み
お
く
あ
と
の
つ
も
り
な
ば
か
ひ
あ
る
浦
に
あ
は
ざ
ら
め
や
は
（
雑
下
・
一
七
二
六

）
11
（

）

書
写
本
を
院
に
献
上
し
た
最
慶
法
師

）
1（
（

は
恐
ら
く
能
書
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
松
野
陽
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に

）
11
（

、
こ
の
詞
書
に
記
さ
れ
る
最
慶
の
贈
歌
の
内
容

は
、
自
身
の
歌
が
入
集
し
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
慶
書
写
本
の
献
上
は
文
治
四
年
五
月
二
二
日
の
『
千
載
集
』
の
最
終
的
成
立
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直
後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
奏
覧
本
の
蓮
華
王
院
宝
蔵
収
蔵
以
前
か
以
後
か
は
明
ら
か
に
し
難
い
が
、
奏
覧
本
は
巻
子
本
二
〇
巻
と
い
う
格
式

を
備
え
た
装
幀
で
あ
っ
て
、
常
に
賞
翫
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い

）
11
（

。
し
か
も
、
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
か
ら
取
り
出
す
た
め
に

は
、
あ
る
程
度
の
手
間
と
時
間
が
掛
か
り
、
容
易
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
院
は
奏
覧
本
以
外
の
書
写
本
を
必
要
と
し
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

奏
覧
か
ら
四
五
年
程
経
た
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
に
な
っ
て
、
定
家
は
、
源
孝
行
（
光
行
子
）
が
関
東
の
武
士
か
ら
奏
覧
本
を
買
い
取
っ
て
年
来
所
持

し
て
お
り
、
そ
れ
を
後
堀
河
天
皇
に
進
上
す
る
ら
し
い
と
い
う
話
を
為
家
か
ら
聞
い
て
い
る
。

申
時
許
金
吾
来
、
…
…
千
載
集
正
本
廿
巻
、
於孝

行

関
東
自
武
士
手
買
取
、
年
来
持
云
々
、
於
蓮
花
王
院
取
歟
、
無
所
納
之
手
莒
云
々
、
雖
旧
損
不
及
不
中

用
之
程
、
可
進
御
所
云
々
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   （
五
月
二
七
日
条

）
11
（

）

定
家
は
こ
の
孝
行
所
持
本
は
蓮
華
王
院
か
ら
取
っ
た
も
の
か
と
推
測
し
て
い
る
。
確
か
に
蓮
華
王
院
宝
蔵
は
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
に
後
白
河
院
が
崩
御

し
た
直
後
か
ら
宝
物
の
散
失
が
心
配
さ
れ
、
勅
封
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
玉
葉
・
建
久
三
年
三
月
一
三
日
条
等
）。
定
家
が
奏
覧
本
が
関
東
に
ま
で
流
れ

て
い
た
と
聞
い
た
日
の
二
ヶ
月
程
前
の
三
月
に
は
、尊
性
法
親
王
が
宝
蔵
が
荒
れ
て
い
る
の
で
、収
蔵
品
の
確
認
が
必
要
だ
と
い
う
書
状
を
認
め
て
い
る
（
鎌

倉
遺
文
四
四
六
〇

）
11
（

）。

進（
別
紙
）言　

上

凡
彼
宝
蔵
に
ハ
、
随
分
宝
物
共
、
乱
逆
以
後
散
々
と
被
置
て
候
な
る
、
こ
ま
や
か
に
繁
茂
等
相
向
て
、
共
静
誉
可
検
知
と
覚
候
也
、
且
静
誉
、
此
等
之

趣
、
可
計
申
候
也
、
此
御
櫃
銘
ハ
、
下
字
ハ
消
候
へ
ど
も
、
如
法
転
読
時
御
経
と
候
け
る
と
覚
候
、
然
又
無
指
事
御
経
許
に
て
も
や
候
覧
、
然
当
時
聊

お
ぼ
つ
か
な
き
体
し
て
候
之
時
に
、
事
あ
り
か
け
に
注
申
入
候
、（
下
略
）

し
か
し
、
次
に
掲
出
す
る
『
民
経
記
』
記
事
に
拠
る
と
、
定
家
が
孝
行
所
持
本
の
話
を
記
し
た
僅
か
五
日
前
の
天
福
元
年
五
月
二
二
日
に
、
広
橋
経
光
が

後
堀
河
院
の
命
に
よ
り
平
繁
茂
と
と
も
に
荒
れ
果
て
た
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
向
か
い
、「
乙
六
」
と
書
か
れ
た
手
箱
に
俊
成
自
筆
の
『
千
載
集
』
奏
覧
本
が
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

予
入
宝
蔵
中
、
繁
茂
同
入
、
年
中
行
事
絵
四
合
、
又
絵
櫃
第
六
・
第
九
櫃
二
合
可
被
取
出
云
々
、
即
寺
家
司
等取出
之
、
入
長
櫃
、
御
本
御
手
箱
内
、
千

載
集
可
取
出
云
々
、
御
本
御
手
箱
等
自
棚
次
第
令
取
出
、
其
銘
云
、
甲
一
・
乙
一
、
如
此
被
付
之
、
予其

程
令
清
書
人
々
名
字

伺
時
代
、
乙
六
御
手
箱
開
之
、
假
封
開
之
伺

見
之
處
、
千
載
集
在
之
、
俊
成
卿
清
書
進
本
云
々
、
其
外
堀
川
院
百
首
・
拾
遺
集
幷
抄
以
下
多
被
入
之
、
殊
勝
宝
物
也
、
即
此
御
手
箱
取
出
了
、
如
本

『千載和歌集』の成立と伝流
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付
假
報〔

封
〕、

入
長
櫃
了

）
11
（

、

こ
の
時
、
繁
茂
は
院
の
宸
筆
で
取
り
出
す
べ
き
も
の
を
記
し
た
目
録
を
持
参
し
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
『
千
載
集
』
を
宝
蔵
か
ら
取
り
出
し
た
も
の
で
あ

り
、
院
が
そ
の
よ
う
に
さ
せ
た
の
は
、
勅
撰
集
撰
進
が
進
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
田
渕
句
美
子
は
推
測
し
て
い
る

）
11
（

。
前
掲
『
明
月
記
』
の
情
報
が
奏

覧
本
の
行
方
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
高
橋
秀
樹
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に

）
11
（

、
こ
の
『
民
経
記
』
の
記
事

に
拠
れ
ば
、
天
福
元
年
以
前
に
奏
覧
本
が
関
東
武
士
の
手
に
渡
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
孝
行
所
持
本
は
奏
覧
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
奏
覧
本
を
擬
装
し
た
本
が
出
回
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
奏
覧
本
は
、
奏
覧
か
ら
約
半
世
紀
を
経
た
天
福
元
年
五
月
二
二
日
ま
で
は
、
確
実
に
蓮
華

王
院
宝
蔵
で
眠
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
は
撰
者
の
息
子
の
定
家
で
す
ら
五
月
二
七
日
の
時
点
で
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
堀
河
院
下
命

の
勅
撰
集
撰
者
と
は
定
家
そ
の
人
で
あ
る
の
で
、
蓮
華
王
院
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
俊
成
自
筆
奏
覧
本
は
恐
ら
く
定
家
の
眼
に
触
れ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
五

月
二
七
日
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

六
、
定
家
書
写
本
の
行
方

奏
覧
本
は
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
秘
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
俊
成
は
、
院
の
命
に
従
っ
て
自
歌
を
追
加
し
て
返
納
し
た
『
千
載
集
』
と
同
じ
本
文
を
持

つ
本
を
、
当
然
、
自
家
の
た
め
に
備
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
定
家
は
父
が
編
纂
し
、
自
身
も
関
わ
っ
た
勅
撰
集
を
、
成
立
後
の
早
い
段
階
で
書
写
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
千
載
集
』
編
纂
の
折
、
定
家
が
俊
成
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。
当
時
、
入
集
を
望
む
歌
人
た

ち
か
ら
詠
草
類
が
定
家
の
許
に
届
け
ら
れ
て
い
た
り
（
新
勅
撰
集
・
雑
二
・
一
一
九
一
～
一
一
九
三
）、
後
年
、
定
家
は
撰
集
の
手
伝
い
を
し
た
折
の
思
い

出
を
日
記
に
記
し
て
い
た
り
す
る
（
明
月
記
・
天
福
元
年
七
月
三
〇
日
条
）。
成
立
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
『
明
月
記
』
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
二
月

二
五
日
条
に
拠
れ
ば
、
定
家
は
兼
実
の
仰
せ
に
よ
り
「
竹
に
雪
降
る
」
と
い
う
古
歌
を
注
進
す
る
に
際
し
て
、『
千
載
集
』
か
ら
二
首
の
歌
を
引
い
て
い
る
。

こ
の
時
点
で
定
家
が
『
千
載
集
』
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
三
五
年
ほ
ど
経
っ
た
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
七
月
三
〇
日
に
は
、
定
家
は
次
の
よ
う
に
日
記
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
日
は
、
前

節
で
引
い
た
孝
行
所
持
の
「
正
本
」
の
話
題
を
記
し
て
か
ら
二
ヶ
月
程
後
に
あ
た
る
。

千
載
集
為
仲
章
朝
臣
被
焼
其
上
帖
、
被
召
禁
裏
之
後
、
惣
不
持
、
不
散
不
審
、
適
依
逢
証
本
密
染
老
筆
、
自
廿
六
日
至
于
今
日
書
終
上
帖
、
書
始
下
帖
、
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此
集
作
者
之
位
署
、
題
之
年
月
等
甚
無
謂
事
多
、
昔
雖
諌
申
惣
不
被
信
用
、
只
任
意
被
注
付
、
今
見
之
慙
思
事
多
、
惣
付
万
事
任
当
時
之
存
知
、
不
被

勘
見
先
例
准
拠
事
之
故
也
、
弁
物
由
之
人
、
定
成
誹
謗
歟
、
於
顕
昭
・
季
経
等
者
又
不
可
分
別
之
、

『
千
載
集
』
上
帖
は
仲
章
に
貸
し
出
し
中
に
焼
か
れ
て
し
ま
い
、
下
帖
は
禁
裏
に
召
さ
れ
て
し
ま
っ
て

）
11
（

所
持
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
た
ま
た
ま
「
証
本
」

に
出
会
っ
て
書
写
し
た
と
言
う
。
こ
の
「
証
本
」
に
つ
い
て
、
高
橋
秀
樹
は
、
前
節
で
触
れ
た
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
奏
覧
本
が
、
経
光
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
、

そ
れ
を
定
家
が
入
手
し
て
書
写
し
た
も
の
と
推
測
す
る

）
1（
（

。
し
か
し
、
奏
覧
本
は
、
第
四
節
で
検
討
し
た
奥
書
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
巻
子
本
二
〇
巻
で
、

定
家
が
書
写
し
た
上
下
二
帖
か
ら
な
る
本
と
は
形
態
が
一
致
し
な
い
。
巻
子
本
二
〇
巻
か
ら
上
下
二
冊
本
へ
と
形
態
を
換
え
て
書
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
「
証
本
」
が
俊
成
自
筆
の
巻
子
本
二
〇
巻
の
奏
覧
本
で
あ
れ
ば
、
も
う
少
し
書
き
よ
う
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
証
本
」
と
は

奏
覧
本
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
拠
り
所
と
す
べ
き
本
、
つ
ま
り
奏
覧
本
と
同
じ
本
文
を
持
つ
俊
成
が
流
布
に
努
め
た
本
を
言
う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
定
家
が
書
写
し
、
所
持
し
て
い
た
『
千
載
集
』
が
、
こ
の
天
福
元
年
書
写
本
の
一
本
し
か
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

）
11
（

。
そ
の
た
め
、

そ
れ
と
同
一
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
一
四
世
紀
末
～
一
五
世
紀
初
頭
に
作
成
さ
れ
、
冷
泉
家
の
蔵
書
点
検
に
使
用
さ
れ
た
目
録
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
冷

泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
家
伝
書
籍
古
目
録
少
々
二
通

）
11
（

』
の
う
ち
「
目
録
甲
」
に
は
右
肩
に
「
京
極
殿
」
と
記
し
て
「
千
載
」、「
目
録
乙
」
に
は
右
に
「
定
家
卿
、

自
筆
」
と
傍
書
し
て
「
千
載
」
と
あ
り
、『
家
蔵
書
籍
目
録

）
11
（

』
に
は
右
肩
に
「
京
極
殿
」
と
し
て
「
千
載
」
と
見
え
る
。
蔵
書
点
検
の
際
、
付
さ
れ
た
と
さ

れ
る
合
点
は
「
目
録
甲
」
に
は
見
え
な
い
が
、『
家
蔵
書
籍
目
録
』
に
は
三
種
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
目
録
作
成
か
ら
、
し
ば
ら
く
は
冷

泉
家
に
定
家
筆
の
『
千
載
集
』
が
蔵
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
親
長
卿
記

）
11
（

』
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）

九
月
五
日
条
に
、
上
冷
泉
為
富
が
定
家
書
写
本
を
所
持
し
て
い
た
と
見
え
る
。

先
年
予
書
進
上
千
載
集
、
定
家
卿
自
筆
本
、
冷
泉
大
納
言
為
富
入
見
参
、
仍
令
校
合
可
改
僻
書
云
々
、

親
長
は
、
こ
れ
以
前
に
、
後
土
御
門
天
皇
に
『
千
載
集
』
を
書
写
進
上
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
日
、
為
富
が
定
家
自
筆
本
を
進
覧
し
た
た
め
、
天
皇
は
親

長
に
親
長
進
上
本
に
校
合
さ
せ
間
違
い
を
改
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
今
更
め
く
が
、
歌
道
家
の
持
つ
定
家
本
が
、
い
か
に
権
威
が
あ
っ
た
か
が
知
ら
れ
よ
う
。

従
来
は
、
こ
の
『
親
長
卿
記
』
の
記
事
が
定
家
書
写
本
が
記
録
上
確
認
さ
れ
る
最
後
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
が
、
さ
ら
に
約
五
〇
年
後
、『
実
隆
公
記
』

享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
五
月
二
六
日
条
に
、

武
野
入
道
紹
泡
一
壺
・
瓜
携
之
来
、
千
載
集
定
家
卿
筆
持
来
、
索
麺
賜
盃
、

と
あ
り
、
武
野
紹
鴎
が
実
隆
の
許
に
「
千
載
集
定
家
卿
筆
」
を
持
参
し
た
と
こ
と
が
知
ら
れ
る

）
11
（

。
紹
鴎
は
初
め
て
「
小
倉
色
紙
」
を
茶
掛
け
に
用
い
た
こ
と

『千載和歌集』の成立と伝流

（
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九
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で
著
名
な
茶
人
で
あ
る
。
同
じ
く
、
こ
れ
が
天
福
元
年
書
写
本
、
ま
た
為
富
所
持
本
と
同
一
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

七
、
お
わ
り
に

俊
成
自
筆
の
奏
覧
本
が
天
福
元
年
に
蓮
華
王
院
宝
蔵
で
確
認
さ
れ
て
以
降
、
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い

）
11
（

。
ま
た
、
定
家
書
写
本
も
『
実

隆
公
記
』
の
記
事
の
後
、
ど
う
流
転
し
た
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
撰
者
の
手
を
離
れ
た
奏
覧
本
や
伝
本
が
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
撰

者
は
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
勅
撰
集
を
初
め
と
す
る
多
く
の
歌
書
の
伝
本
に
触
れ
て
い
た
俊
成
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
恐
ら
く
自
覚
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

俊
成
は
「
証
本
」
と
す
べ
き
最
終
的
な
奏
覧
本
と
同
じ
本
文
を
持
つ
本
を
自
家
に
備
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
同
様
の
本
を
準
備

し
て
貸
し
出
し
に
当
て
、
異
本
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
注
意
を
払
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
六
条
藤
家
の
季
経
や
経
家
と
い
っ
た
、
後
に
は
鋭
く
対
立

す
る
歌
人
に
対
し
て
も
貸
し
出
し
は
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
不
審
点
に
つ
い
て
質
問
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
答
え
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
歌
道

家
を
重
ん
じ
る
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
身
が
編
纂
し
た
勅
撰
集
の
真
の
姿
を
世
に
広
め
た
い
と
い
う
強
い
思
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

現
在
、『
千
載
集
』
は
他
の
勅
撰
集
に
比
べ
て
極
め
て
伝
本
間
の
揺
れ
が
少
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
が
（
も
ち
ろ
ん
、
現
存
本
に
は
俊
成
草
稿
本
に
由
来
す
る

か
と
さ
れ
る
若
干
の
歌
の
出
入
り
と
、
伝
写
の
間
に
生
じ
た
本
文
異
同
は
存
在
す
る
）、
偶
然
そ
う
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

俊
成
や
定
家
が
書
写
し
た
『
千
載
集
』
の
完
本
は
今
に
伝
わ
ら
な
い
が
、
俊
成
自
筆
と
し
て
著
名
な
日
野
切
や
定
家
筆
と
さ
れ
る
『
千
載
集
』
断
簡
は
現

存
す
る

）
11
（

。
そ
れ
ら
を
本
稿
で
論
じ
て
き
た
『
千
載
集
』
の
伝
流
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
、
今
は
明
確
な
考
え
を
持
た
な
い
。
残
さ
れ
た

課
題
は
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
く
こ
と
と
し
た
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
度
和
歌
文
学
会
一
一
月
例
会
（
一
一
月
二
四
日
、
於
立
教
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
の
後
半
部
分
を
基
に
成
稿
し
た
。
席
上

あ
る
い
は
発
表
後
に
、
ご
教
示
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。

〔
注
〕

（
１
）　

拙
稿
「『
千
載
和
歌
集
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
俊
成
本
『
春
記
』
紙
背
文
書
の
再
検
討
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
一
〇
七
、二
〇
一
三
・
一
二
）。
以
下
、
こ
の
論
を
「
別
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稿
」
と
称
す
。
関
連
す
る
論
考
に
、
遠
藤
珠
紀
・
渡
邉
裕
美
子
「
俊
成
本
『
春
記
』
紙
背
文
書
紹
介
―
解
題
と
翻
刻
―
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
三
二
、二
〇
一
三
・
一
〇
）
が
あ
る
。

（
２
）　
「
目
録
」
に
つ
い
て
別
稿
で
触
れ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、『
後
拾
遺
和
歌
集
目
録
序
』
を
検
討
し
た
上
野
理
（『
後
拾
遺
集
前
後
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
）
が
、

「（
後
拾
遺
集
目
録
）
撰
者
は
「
目
録
」
を
儒
学
や
陰
陽
道
に
お
け
る
九
疇
や
六
爻
に
等
し
い
基
本
と
評
価
し
、「
目
録
」
の
完
成
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
勅
撰
の
事
業
の
終
了
を
意

味
す
る
と
い
い
」、「
目
録
」
を
重
視
し
て
制
作
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
上
野
は
清
輔
所
注
と
考
え
ら
れ
る
『
後
拾
遺
集
』
勘
物
の
う
ち
作

者
略
伝
に
つ
い
て
は
、「
目
録
」
を
資
料
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

（
３
）　

引
用
は
、『
拾
芥
抄　

上
中
下
』（
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
17
、
八
木
書
店
、
一
九
九
八
）
に
拠
る
。

（
４
）　

引
用
は
、在
九
州
国
文
資
料
影
印
叢
書
（
第
二
期
）『
代
々
勅
撰
部
立　

神
祇
和
歌　

連
歌
新
式
』（
在
九
州
国
文
資
料
影
印
叢
書
刊
行
会
、一
九
八
一
）
に
拠
る
。
割
書
は
〈　

〉

で
括
っ
て
示
し
た
。
割
書
に
つ
い
て
は
以
下
同
様
に
掲
出
す
る
。

（
５
）　

同
書
の
『
詞
花
集
』
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
る
と
、
奏
覧
に
つ
い
て
は
「
仁
平
」
と
の
み
あ
っ
て
、
何
年
何
月
の
こ
と
か
記
し
て
い
な
い
。

（
６
）　

前
掲
注
４
解
題

（
７
）　

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
中
世
歌
学
集　

書
目
集
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
）。
引
用
も
同
書
に
拠
る
。

（
８
）　

影
印
に
よ
る
と
、「
十
二
」
の
一
画
目
の
墨
が
薄
く
、「
十
一
」
と
も
読
め
る
。
し
か
し
、『
次
第
』
の
書
入
れ
に
は
「
経
十
二
年
」
と
見
え
、
ま
た
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）

か
ら
数
え
て
一
二
年
目
が
序
に
記
さ
れ
た
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
な
の
で
、「
十
二
」
と
読
ん
で
お
く
。

（
９
）　

前
掲
注
１
別
稿
参
照
。

（
10
）　

上
冊
に
挟
み
込
ま
れ
た
極
め
札
に
よ
る
。
該
本
は
、
確
か
に
序
文
と
下
冊
が
同
筆
で
、
上
冊
の
序
文
以
外
の
本
文
と
は
異
な
り
、
二
筆
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
該
本

を
取
り
上
げ
た
松
野
陽
一
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
）、
谷
山
茂
編
『
千
載
和
歌
集
』
解
題
（
笠
間
影
印
叢
刊
48
・
49
）、『
岩
崎
文
庫
貴
重
書
解
題
Ⅴ
』（
東

洋
文
庫
、
二
〇
一
一
）
は
、
極
め
札
の
存
在
や
二
筆
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。

（
11
）　

該
本
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
資
料
（
八
五
―
五
一
―
三
）
に
拠
る
。

（
12
）　

従
来
は
、「
Ａ
」「
Ｂ
Ｃ
」「
Ｄ
①
」「
Ｄ
②
」
の
四
種
（
前
掲
注
10
松
野
陽
一
著
書
）、
或
い
は
「
Ａ
」「
Ｂ
」「
Ｃ
」「
Ｄ
①
」「
Ｄ
②
」
の
五
段
（
前
掲
注
10
谷
山
茂
解
題
）
に

分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）　

米
原
正
義
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
）、
井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究　

南
北
朝
期
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
七
）
参
照
。

（
14
）　

井
上
宗
雄
『
鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
七
）
参
照
。

『千載和歌集』の成立と伝流

（
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一
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（
15
）　

人
麿
影
の
伝
流
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
孝
浩
「
人
麿
影
の
伝
流
―
影
供
料
里
海
庄
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
六
〇
、一
九
九
〇
・
四
）
参
照
。

（
16
）　

久
保
田
淳
・
松
野
陽
一
校
注
『
千
載
和
歌
集
』
解
題
（
笠
間
影
印
叢
刊
、
笠
間
書
院
、
一
九
六
九
）。
松
野
「
千
載
集
の
伝
本
に
関
す
る
ノ
ー
ト
（
２
）」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』

二
―
三
、一
九
六
七
・
四
）
に
も
同
趣
旨
が
記
さ
れ
る
。

（
17
）　

前
掲
注
16
松
野
「
千
載
集
の
伝
本
に
関
す
る
ノ
ー
ト
（
２
）」

（
18
）　

平
澤
五
郎
『
金
葉
和
歌
集
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
）
に
拠
る
。
読
点
は
私
意
。
同
本
は
平
澤
に
よ
り
精
撰
本
系
二
類
諸
本
に
分
類
さ
れ
る
。
同
じ
奥
書
は
他
に
柳

原
業
光
本
な
ど
に
も
見
え
る
と
言
う
。
な
お
、
こ
の
奥
書
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
海
野
圭
介
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。

（
19
）　
『
金
葉
集
の
研
究
』（
山
田
書
院
、
一
九
五
六
）

（
20
）　

季
経
は
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
任
中
宮
亮
。
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
中
宮
育
子
は
皇
后
に
な
り
、
季
経
は
同
年
開
催
の
『
暮
春
白
河
尚
歯
会
和
歌
』『
広
田
社
歌
合
』
な

ど
に
「
皇
后
宮
亮
季
経
」
と
見
え
る
。
翌
三
年
育
子
は
薨
ず
る
が
、季
経
は
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
以
降
、文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
に
宮
内
卿
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
、『
玉
葉
』

に
「
前
皇
后
宮
亮
」
と
し
て
見
え
る
。

（
21
）　

引
用
は
『
図
書
寮
典
籍
解
題
文
学
篇
』（
国
立
書
院
、
一
九
四
八
）
に
拠
る
。
読
点
は
私
意
。
同
本
は
前
掲
注
18
平
澤
著
書
に
よ
り
精
撰
本
三
類
諸
本
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　

こ
の
奥
書
に
見
え
る
「
前
左
兵
衛
佐
行
宗
朝
臣
」
に
つ
い
て
、平
澤
は
知
家
男
行
家
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
（
前
掲
注
18
）。
井
上
宗
雄
も
、寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）

に
行
家
が
「
前
左
兵
衛
左
」
と
別
史
料
に
記
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
行
家
の
年
譜
に
「
九
月
二
日
某
に
金
葉
集
を
与
え
る
か
」
と
記
す
（
前
掲
注
14
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

季
経
→
顕
家
→
知
家
と
転
写
さ
れ
た
後
、
知
家
自
筆
本
が
行
家
に
相
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
福
田
秀
一
は
、「
行
宗
」
に
つ
い
て
「「
現
存
六
帖
」
作
者
」
と
注

記
す
る
が
、『
現
存
和
歌
六
帖
』
作
者
中
に
「
行
宗
」
は
確
認
で
き
な
い
。
行
家
は
『
現
存
和
歌
六
帖
』
作
者
で
あ
り
、
福
田
も
ま
た
「
行
宗
」
を
「
行
家
」
の
誤
写
と
解
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
福
田
は
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
秋
頃
そ
の
本
を
借
り
出
し
て
破
損
さ
せ
た
「
右
府
」
は
九
条
忠
家
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
（『
中
世
和
歌
史
の

研
究
』
角
川
書
店
、
一
九
七
二
）。

（
23
）　

川
上
新
一
郎
『
六
条
藤
家
歌
学
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
）
参
照
。

（
24
）　

舟
見
一
哉
「
永
治
二
年
以
後
の
清
輔
本
古
今
集
逸
文
―
勘
物
と
歌
学
書
―
」（『
文
学
・
語
学
』
二
〇
一
、一
九
九
〇
・
一
一
）。
同
「
勘
物
の
位
置
―
清
輔
本
『
古
今
和
歌
集
』

の
享
受
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
國
文
學
論
叢
』
一
九
、二
〇
〇
七
・
三
）
参
照
。

（
25
）　

前
掲
注
２
上
野
理
著
書
、
菊
地
仁
「
國
學
院
大
学
図
書
館
蔵
『
清
輔
本
金
葉
和
歌
集
』
の
勘
物
―
紹
介
と
翻
刻
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
八
六
―
一
、一
九
七
六
・
八
）
参
照
。

（
26
）　

松
野
陽
一
「
千
載
集
の
成
立
事
情
と
伝
本
の
派
生
に
つ
い
て
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
六
、一
九
六
一
・
一
）
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（
27
）　

前
掲
注
10
谷
山
解
題

（
28
）　

前
掲
注
15
佐
々
木
論
、
同
「
六
条
家
か
ら
九
条
家
へ
―
人
麿
影
と
大
嘗
会
和
歌
―
」（『
藝
文
研
究
』
五
三
、一
九
八
八
・
七
）
参
照
。
成
実
に
お
け
る
和
歌
文
書
相
伝
の
重
要

性
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
氏
の
ご
教
示
に
拠
る
。

（
29
）　

前
掲
注
10
谷
山
解
題

（
30
）　

こ
れ
ら
伝
本
に
つ
い
て
は
、
松
野
や
谷
山
に
よ
っ
て
直
接
的
な
親
子
関
係
を
想
定
で
き
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
本
文
的
に
は
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
る
。

（
31
）　

前
掲
注
10
谷
山
解
題

（
32
）　

引
用
は
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
『
明
月
記
歌
道
事
』（
キ
Ｔ
一
〇
）
に
拠
る
。

（
33
）　

引
用
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
『
伏
見
宮
御
記
録
（
利
）』（
二
〇
〇
一
―
一
三
―
四
一
）
に
拠
る
。

（
34
）　
「
軸
」
に
つ
い
て
、
Ａ
と
『
歌
道
事
』
が
「
紫
檀
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
親
宗
卿
記
』
の
み
が
「
赤
木
」
と
す
る
が
、
紫
檀
の
他
、
梅
な
ど
材
質
が
赤
い
木
は
「
赤
木
」

と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
ト
ウ
ダ
イ
グ
サ
科
の
赤
木
は
、
珍
重
さ
れ
た
紫
檀
に
代
用
さ
れ
る
の
で
、
見
た
目
か
ら
親
宗
が
「
赤
木
」
と
判
断
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
35
）　

二
首
の
う
ち
、
蓋
に
蒔
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
「
和
歌
の
浦
に
」
の
歌
は
、
後
に
『
玉
葉
集
』（
賀
・
一
〇
九
三
）
に
小
異
を
持
っ
て
入
集
す
る
が
、
そ
の
詞
書
に
「
蓋
」
に

つ
い
て
の
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
も
う
一
首
の
「
後
の
世
も
」
に
つ
い
て
は
他
出
が
見
当
た
ら
な
い
。

（
36
）　

佐
々
木
孝
浩
「
勅
撰
和
歌
集
と
巻
子
装
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
四
二
、二
〇
〇
八
）
参
照
。
佐
々
木
論
は
、
勅
撰
集
奏
覧
本
の
撰
集
故
実
の
存
在
と
そ
の
内
実
を
多
く
の
具
体

例
を
も
っ
て
検
証
す
る
。

（
37
）　
「
六
条
家
―
承
安
～
元
暦
頃
を
中
心
に
―
」（『
平
安
後
期
の
和
歌
』
風
間
書
房
、
一
九
九
四
）

（
38
）　

前
掲
注
37
浅
田
論
。
六
条
籐
家
の
和
歌
文
書
に
つ
い
て
は
、
清
輔
の
代
に
相
当
な
規
模
の
蓄
積
が
な
さ
れ
、
相
伝
品
目
に
加
え
ら
れ
た
と
言
う
。
西
村
加
代
子
『
平
安
後
期

歌
学
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
）
参
照
。

（
39
）　

引
用
は
、『
歌
論
集
一
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
一
）
に
拠
る
。

（
40
）　

引
用
は
、
新
編
国
歌
大
観
に
拠
る
。
表
記
は
私
意
。

（
41
）　

谷
山
茂
は
、『
尊
卑
分
脈
』
に
源
高
明
子
孫
の
長
時
男
と
見
え
る
最
慶
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
（『
千
載
和
歌
集
と
そ
の
周
辺
』
谷
山
茂
著
作
集
三
、
角
川
書
店
、
一
九
八
二
）。

松
野
陽
一
は
、
最
慶
は
長
慶
（
教
長
男
か
）
の
別
名
か
、
そ
の
近
縁
者
か
と
推
測
す
る
が
（
前
掲
注
10
松
野
著
書
）、
長
慶
が
文
治
三
年
に
『
後
撰
集
』
を
書
写
し
て
い
る
能
書

で
あ
る
と
い
う
以
外
に
明
確
な
根
拠
は
な
い
。

『千載和歌集』の成立と伝流
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（
42
）　

前
掲
注
16
松
野
解
題
。
た
だ
し
、
松
野
は
『
千
載
集
』
の
最
終
的
成
立
の
時
期
は
文
治
四
年
五
月
二
二
日
よ
り
も
遅
れ
る
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
最
慶
書
写
本
の
底
本
は
、

奏
覧
本
か
俊
成
手
控
え
本
か
不
明
と
す
る
が
、
本
文
的
に
は
奏
覧
本
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
43
）　

前
掲
注
36
佐
々
木
論
参
照
。
な
お
、最
慶
書
写
本
に
つ
い
て
は
、谷
山
茂
が
早
く
に
、閲
覧
に
便
利
な
冊
子
本
の
「
複
本
」
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
（
前
掲
注
41
谷
山
著
書
）。

（
44
）　

引
用
は
、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
自
筆
本
レ
ク
チ
グ
ラ
フ
（
六
八
〇
〇
／
五
〇
）
に
拠
る
。
な
お
、次
掲
の
『
明
月
記
』
天
福
元
年
七
月
三
〇
日
条
は
国
書
刊
行
会
本
に
拠
る
。

（
45
）　

田
島
公
「
中
世
天
皇
家
の
文
庫
・
宝
蔵
の
変
遷
―
蔵
書
目
録
の
紹
介
と
収
蔵
品
の
行
方
―
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
二
、二
〇
〇
六
年
）、
高
橋
一
樹
「
中
世
成
立
期
に

お
け
る
王
権
の
宝
蔵
と
そ
の
歴
史
的
性
格
―
蓮
華
王
院
宝
蔵
を
中
心
に
―
」（『
中
世
人
と
た
か
ら
も
の
―
蔵
が
あ
ら
わ
す
権
力
と
富
―
』
高
志
書
院
、
二
〇
一
一
）、
田
渕
句
美

子
「
後
堀
河
院
時
代
の
王
朝
文
化
―
天
福
元
年
物
語
絵
を
中
心
に
―
」（『
平
安
文
学
の
古
注
釈
と
受
容
』
二
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
）
参
照
。
尊
性
法
親
王
書
状
に
つ
い

て
は
、
特
に
田
渕
論
に
詳
細
な
検
討
が
あ
り
、
引
用
も
『
鎌
倉
遺
文
』
で
は
な
く
田
渕
論
の
翻
刻
に
拠
る
。
こ
の
書
状
は
近
衛
家
嗣
宛
で
あ
る
が
、
田
渕
論
に
拠
れ
ば
、
こ
の

書
状
群
は
基
本
的
に
伝
奏
依
頼
の
形
を
取
る
禁
裏
宛
で
、
尊
性
法
親
王
か
ら
同
母
弟
の
後
堀
河
天
皇
に
宛
て
た
一
〇
三
通
に
及
ぶ
自
筆
書
状
で
あ
る
と
い
う
。

（
46
）　

引
用
は
、
大
日
本
古
記
録
『
民
経
記
（
七
）』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
九
五
）
に
拠
る
。

（
47
）　

前
掲
注
45
田
渕
論

（
48
）　
「
明
月
記
」（『
歴
史
物
語
講
座
』
第
七
巻
時
代
と
文
化
、
風
間
書
房
、
一
九
九
八
）

（
49
）　

前
掲
注
16
松
野
解
題
参
照
。

（
50
）　

こ
の
禁
裏
に
召
さ
れ
た
『
千
載
集
』
と
、
応
永
九
年
（
一
四
〇
二
）
八
月
の
年
紀
を
持
つ
蓬
左
文
庫
蔵
「
為
家
卿
和
歌
之
書
」（
詠
歌
一
体
）
了
俊
奥
書
に
記
さ
れ
た
、
了
俊

が
九
州
探
題
で
あ
っ
た
折
に
、鎮
西
安
楽
寺
に
預
け
置
い
た
抄
物
等
一
覧
の
う
ち
に
、「
千
載
集
一
帖
〈
俊
成
卿
自
筆
、後
鳥
羽
院
勅
筆　

御
奥
書
也
〉」
と
あ
る
本
は
同
一
の
本
で
、

下
巻
に
相
当
す
る
部
分
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
俊
成
筆
『
千
載
集
』
断
簡
の
日
野
切
の
原
本
で
は
な
い
か
と
、
松
野
陽
一
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
注
16
解
題
）。

（
51
）　

前
掲
注
48

（
52
）　

現
存
す
る
定
家
筆
と
さ
れ
る
『
千
載
集
』
断
簡
は
、『
古
筆
学
大
成
』
第
九
巻
（
講
談
社
、
一
九
八
九
）
に
二
種
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
『
翰
墨
城
』
所
収
断
簡
一
葉

に
つ
い
て
小
松
茂
美
は
「
天
福
元
年
書
写
本
」
の
模
写
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

（
53
）　

前
掲
注
７

（
54
）　

前
掲
注
７

（
55
）　

引
用
は
、
史
料
纂
集
『
親
長
卿
記
第
１
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
）
に
拠
る
。
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（
56
）　

引
用
は
、『
実
隆
公
記
巻
八
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
太
洋
社
、
一
九
六
三
）
に
拠
る
。『
実
隆
公
記
』
に
は
、
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
閏
九
月
一
〇
日
条
に
、
連
歌
師
の
周

桂
が
や
っ
て
来
て
「
定
家
卿
千
載
集
透
写
本
」
を
見
せ
た
と
い
う
記
事
も
見
え
る
。

（
57
）　

奏
覧
本
を
書
写
し
た
旨
を
奥
書
に
記
す
静
嘉
堂
文
庫
蔵
伝
冷
泉
為
秀
本
（
一
〇
五
・
一
三
）
や
陽
明
文
庫
蔵
応
永
二
六
年
（
一
四
一
九
）
書
写
飛
鳥
井
宋
雅
筆
本
（
近
・

二
二
九
・
八
七
）
が
あ
る
が
、
確
実
に
奏
覧
本
の
所
在
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。

（
58
）　

前
掲
注
52
『
古
筆
学
大
成
』
参
照
。

（
二
〇
一
三
年
十
二
月
十
日
受
理
、
十
二
月
十
八
日
採
択
）

『千載和歌集』の成立と伝流
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